
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Musashino Kogyo Co.,Ltd.

最終更新日：2017年7月7日
武蔵野興業株式会社

代表取締役社長　河野義勝

問合せ先：取締役総務部長　仲村正憲

証券コード：9635

http://www.musashino-k.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令順守の基本姿勢を明確にするため、以下に掲げた基本姿勢に十分留意した内部統制システム

の整備・構築を行い、順法経営を徹底する。

１．法令および定款に適合した取締役・全職員の職務執行の徹底

２．ステークホルダーの権利に配慮した経営方針等の整備

３．リスク管理に対する取締役・全職員の意識向上と社内体制の整備

４．取締役等の選任、報酬、監査報酬等の決定に対する公正性・妥当性の確立

５．当社企業グループ各社における企業倫理・法令順守姿勢の確立と相互連携および監視

６．監査役・会計監査人の独立性および潤滑な職務執行に係る体制の確立

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則１－２　株主総会における権利行使　補充原則２】

当社の株主総会招集通知の発送は現時点では法令の定めに則しての発送（株主総会開催日の２週間前）となっておりますが、記載内容の正確
性を担保しつつ決算事務の効率化を図り、株主の皆様が議案についての検討を十分に行えるよう、引き続き早期の発送を目指し鋭意努力してま
いります。なお、招集通知のＷＥＢサイト等による発送前公表につきましては、当社株主の権利を尊重すべきとの考えから行っておらず、東京証券
取引所ＷＥＢサイトにも発送日の当日に開示しております。招集通知の発送前の電子的公表につきましては今後の課題とし、検討してまいりま
す。

【原則１－２　株主総会における権利行使　補充原則４】

議決権の電子行使につきましては、当社の株主構成に占める機関投資家・海外投資家の比率は相対的に低く、現在は行っておりません。並びに
招集通知の英訳も同様の理由から対応をしておりません。本件に関しましては、今後の機関投資家・海外投資家の比率等に留意し、導入の要否
を含め、対応の検討を行ってまいります。

【原則１－３　資本政策の基本的な方針】

当社は現在、単体における利益剰余金がマイナスであり、繰越損失が存在しているため、先ずは繰越損失の解消に向けての収益性の向上を最
重要経営課題として、既存事業の充実や新規ビジネスの開発等に取り組んでおります。繰越損失が存在する現段階におきましては、資本政策の
具体的な基本的方針は定めておりませんが、本経営課題の解消を前提に経営基盤を再構築し、将来における株主の皆様への安定的な利益還元
の実施を目指してまいります。

【原則２－５　内部通報　補充原則１】

当社の内部通報窓口は、現在、業務執行体制内（本社総務部）にあり、経営陣から独立した形をとっておりませんが、内部通報窓口としての機能
は十分に果たしていると認識しております。弁護士事務所等の外部窓口の設置につきましては、今後の検討課題としてまいります。

【原則３－１　情報開示の充実　補充原則２】

英語での情報開示・提供につきましては、当社の株主構成に占める海外投資家の比率は相対的に低く、現在は行っておりません。本件に関しまし
ては、今後の海外投資家の比率等に留意し、導入・対応の検討を行ってまいります。

【原則３－２　外部会計監査人　補充原則１】

（１）

監査役会による、外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準は策定しておりませんが、監査役会は選定
する外部会計監査人と個別に面談・意見交換を行い、当社以外の監査実績も勘案し、また、監査計画や監査体制、実務的な監査の進め方を確認
し、高品質な監査を行うための独立性と専門性を有しているか判断し、選定・評価を行っており、その選定・評価のプロセスは妥当であると考えて
おります。

【原則４－２　取締役会の役割・責務（２）補充原則１】

当面は単体における繰越損失の解消と、十分な配当原資の確保のため、先ずは収益力の向上による自己資本の充実を目指しております。それら
の実現を前提に、中長期的な業績と株主価値との連動も念頭に置き、その要否も踏まえ、当社にふさわしい経営陣の報酬のあり方を、必要に応じ
て検討してまいります。

【原則４－１０　任意の仕組みの活用　補充原則１】

当社は監査役会設置会社を採用しており、独立社外取締役の員数が取締役会の員数の過半数に達しておりませんが、当社の取締役会の規模を
鑑み、取締役５名のうち、豊富な企業経営に関する経験と見識を有する２名の独立社外取締役による経営監督が十分に機能していると考えてい
るため、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等重要な事項に関する検討においても、独立社外取締役による経営監督が取締役会の機能の独立性・
客観性を担保していると認識しております。また、任意の諮問委員会等の設置は行っておりませんが、今後、必要に応じて、取締役会の機能の独
立性・客観性と説明責任を強化するための任意機関の設置の要否を検討してまいります。

　

【原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、内部的な経営資料として中期経営計画を作成し、売上高、営業利益等の目標値を設定しておりますが、当社の主たる事業である映画事



業、遂行中の新規事業はそれを取り巻く今後の経営環境や消費動向の予測、事業遂行を支える経営基盤の安定化に向けた計画の、より慎重な
分析が必要であるものと考えていることから、その中期経営計画に関しましては、上記を踏まえての収益計画、資本政策や具体的な数値目標、ま
た経営資源の配分等に関する情報等をあらためて精査し、その骨子が固まり次第すみやかに開示を行うべく、準備を進めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　いわゆる政策保有株式】

当社は、安定的かつ良好な取引関係の維持及び当社事業における消費動向や経営環境を把握するための参考等の目的により株式を保有する
こととしております。

また、その議決権行使につきましては、特段の基準を設けてはおりませんが、保有する目的を鑑み、議案の内容を個別に吟味し、当社グループお
よび投資先企業双方の中長期的な企業価値の向上に資するか否かを判断して適切に行使しております。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社は取締役会規程により、取締役の競合取引及び会社と取締役間の利益相反取引を取締役会の決議事項とし、発生議案の適切な監視を行っ
ております。

その他の関連当事者との取引につきましても、その合理性を随時確認し、新規取引が発生する場合、また既存の取引の形態に変化があった場合
にも、取締役会において十分な検討を行い、取引に合理性があると認められる場合に限り承認する方針であります。

取引条件の決定については、一般取引条件を参考に協議の上決定しております。また、当社が行っている関連当事者との取引は、株主総会招集
通知、有価証券報告書において開示しております。

【原則３－１　情報開示の充実】

（１）

サービス業を営む当社は、会社が顧客、株主、社員、取引先企業等すべてのステークホルダーの理解と協力のもとに成立していることを常に念頭
に置き、以下を経営理念（行動の原則）として事業経営に取り組んでおります。

・良質の商品とまごころあるサービス及び営業活動にかかわる施設、情報の管理等、すべてにおける安全性確保により、顧客の満足度の向上を
励行する

・株主の皆様は経営上の信頼のおけるパートナーであり、ご意見をいただきながら、経営の革新と事業の発展を目指す

・国内外の法令、社会規範を遵守し、良識と責任ある行動に基づいた事業活動を行う

・地域社会との交流により、地域文化の向上に貢献できるような事業経営を目指す

・社員は熱意と誠実を以て、当たり前のことやるべきことに徹底して取り組んでいく

当社は看板事業である映画事業を中心に据え、現在、更なる新たな収益分野の獲得に取り組んでおります。そのための経営戦略として、景況や
顧客の嗜好により収益に大きく影響を与える当社の看板事業である映画事業を継続して行っていくためには、会社の経営基盤の安定が不可欠で
あり、不動産事業や自動車教習事業で培った経験や信頼等、グループ全体の事業資産をより有効に活用し、確実に収益を生み出せる経営体質
を維持継続していくことが経営戦略として重要であると考えております。本件につきましては、平成29年3月期有価証券報告書「３【経営方針、経営
環境及び対処すべき課題等】（４）中長期的な会社の経営戦略」をご参照ください。なお、経営計画につきましては、内部資料として中期経営計画
はありますが、本計画をもとに、株主・投資家に向けたより的確でわかりやすい経営計画の策定を進めており、その骨子が固まり次第、すみやか
に開示を行うべく、準備を進めております。

（２）

本報告書「１　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報　1．基本的な考え方」に記載した通
りであります。

（３）

当社では、株主総会の決議に基づき、取締役及び監査役の報酬等の限度額を決定しております。この決定の範囲内で、代表取締役社長及び関
係取締役が取締役会の付託を受け、同業他社の支給水準や業績との連動性等を勘案し、それぞれの役員に求められる能力・責任に見合った報
酬の額を算出し、社内取締役間の協議や社外取締役の承認を経た後、取締役会の決議にて各取締役個別の報酬等の額を決定しております。個
別の監査役の報酬等の額は、監査役会における協議によって決定しております。

また、執行役員の給与及び賞与は、業績に対する貢献度、職務執行の能力を評価するとともに、従業員とのバランスを考慮し決定しております。

（４）

取締役会は、取締役・監査役候補者として、当社経営の責務を負うに相応しい人格、経歴、専門的知識等を勘案し、株主からの経営委任に対し、
その職務を全うできる人材を審議・検討し選定しております。執行役員につきましても同様に、業務に精通した有能な人材を登用することにより、
特定の業務執行を委ねることで、機動的かつ効率的な業務執行と取締役会の活性化・意思決定の迅速化をはかるものであります。

（５）

社外取締役・社外監査役の個々の選任の理由につきましては、株主総会招集通知および有価証券報告書に記載した通りであります。社外取締
役・社外監査役以外の取締役・監査役候補者の個々の選任の理由につきましては、株主総会招集通知の参考書類にて記載しております。

【原則４－１　取締役会の役割・責務（１）補充原則１】

当社取締役会は、取締役会規程において、法令・定款に定められた事項に加え、当社及び当社グループの経営に関する重要事項等、取締役会
が審議・決定する事項を定め、また、業務分掌規程、執行役員制度等により、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、経営および業務執行の
独立性、迅速性をはかっております。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

当社の現在の取締役の員数は５名であり、その内訳は、社内取締役３名、社外取締役２名であります。なお、社外取締役２名につきましては、そ
れぞれ東京証券取引所に独立社外取締役として届け出を行い、当社の企業価値向上に寄与すべく経営の監督を果たしております。当社の社外
取締役は２名であり、筆頭独立社外取締役は設置しておりませんが、それぞれが豊富なビジネス経験と幅広い見識を持ち、相互が対等な立場で
意見交換及び経営陣や監査役会と連携を行っております。社外取締役２名は客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っており、ともに主要
な役割を担いながら、当社の取締役会等の席上で経営に対する有用な意見を提示できるよう、意見交換を行っております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

社外取締役の独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独自の独立性判断基準を策定し、独立社外取
締役となる者の独立性を実質面において担保しております。独立性判断基準につきましては、本報告書「２　経営上の意思決定、執行及び監督に
係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況　1．機関構成・組織運営等に係る事項　【独立役員関係】」にて開示しておりま
す。



また、同候補者の選定にあたりましては、取締役会において企業経営に有益な見解を示唆できうる経験と見識に富んだ人物であることを主にし、
選考を行っております。

　

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件　補充原則１】

取締役の員数は定款で11名以内と定めておりますが、現在は、会社の事業規模を勘案し、また意思決定の迅速性と業務執行の管理・監督を行う
うえで、取締役５名（うち社外取締役２名）で取締役会を構成しており、適正な規模と考えております。取締役５名の選任につきましては、当社経営
の責務を負うに相応しい人格、経歴、専門的知識等を勘案し、株主からの経営委任に対し、その職務を全うできる人材を審議・検討し選定しており
ます。

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件　補充原則２】

当社における社外取締役及び社外監査役は現時点におきましては、他の上場会社の役員を兼任いたしておりません。今後、兼任の状態が発生し
た場合には、当社において社外取締役及び社外監査役に求められる職責が適切に遂行できるか否か検討を行い、その妥当性を判断してまいり
ます。また、社内取締役及び常勤監査役は、他の上場会社の役員を兼任しないことを原則としております。なお、各取締役及び監査役の他の兼任
状況につきましては、株主総会招集通知等にて開示いたしております。

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件　補充原則３】

取締役会全体の実効性につきましては、取締役（社外取締役を含む。）及び監査役（社外監査役を含む。）に対し、「取締役会の構成」「取締役会
の運営及び議題等」に関して質問事項を設けたアンケート方式による分析・評価を実施いたしました。今後は、同アンケートの集計結果について取
締役会にて精査を行い、その結果の概要の開示につきましても検討を行ってまいります。

【原則４－１４　取締役・監査役のトレーニング　補充原則２】

当社は、取締役・監査役に必要とされる役割・責務を果たすために必要なトレーニングとして、外部機関による各種セミナーの受講等、必要に応じ
てトレーニングに関する支援を行っております。加えて、社外取締役・社外監査役におきましては、当社事業所を訪問する機会を設ける等、当社へ
の理解を深めるための機会提供や経営計画に関する各種情報提供を行っております。収集した情報・知識等につきましては、取締役会及び監査
役会等の場を通じ、役員間での共有をはかっております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、当社行動指針に「株主との関係に関するもの」として、株主は経営上のパートナーであり、ご意見をいただきながら、経営の革新と事業の
発展を目指す旨を定めております。本指針に従い、株主との面談（対話）に関しては、総務部を窓口とし、代表取締役および関係部門責任者等を
対象に対応方法を検討し、合理的な範囲で十分な対話を行えるよう対応を行っております。また、ＩＲ活動については、株主・投資家説明会等の機
会は現在は行っておりませんが、当社ホームページにおけるＩＲ情報サイトにて、適切な情報提供を行っております。また、株主総会では、株主と
の質疑応答に十分な時間を割いております。株主・投資家との対話におきましては、内部者取引防止規程に則し、インサイダー情報の管理を念頭
に置いた対応を徹底しております。株主との面談（対話）にて得られた意見等は、取締役、監査役及び該当する部門所属者に適宜フィードバック
し、情報の共有をはかっております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

河野義勝 3,480,693 33.13

有限会社河野商事 1,000,000 9.52

河野優子 824,640 7.85

株式会社リサ・パートナーズ 526,625 5.01

有限会社エムワン・インベストメンツ 479,000 4.56

株式会社みずほ銀行 380,000 3.61

株式会社小泉 303,000 2.88

長谷川際一 88,000 0.83

佐藤ミカ 63,903 0.60

穗本龍志 42,407 0.40

支配株主（親会社を除く）の有無 河野　義勝

親会社の有無 なし

補足説明

大株主の状況につきましては、平成29年3月31日現在の株主名簿を記載しております。また、上記のほか、当社所有の自己株式33,178株（発行済
株式総数に対する株式数の割合0.31%）があります。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部



決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

支配株主との取引等につきましては、関連当事者との取引の一環として、一般の取引を参考に協議の上、適正な条件で行うことを基本方針とし、
取締役会等の社内意思決定機関において、取引内容及び取引の妥当性について、少数株主の利益と相反しないかどうか十分審議の上決定いた
します。また、その意思決定におけるプロセス等につきましても、社外役員（社外取締役2名、社外監査役2名）の経営監視・監督のもと、取引の公
正性を確保することで少数株主に不利益を与えないよう適切に対応しております。

なお、現時点における支配株主との取引につきましては、支配株主であり当社の代表取締役社長である河野義勝が、当社及び当社の連結子会

社における金融機関よりの借入金に対し、債務保証を行っているほかは、取引はありません。その他に支配株主等との取引はなく、現時点におい
て新たに発生する見込もありません。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

長坂紘司 他の会社の出身者

三村　篤 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

長坂紘司 ○ ―

企業経営者としての豊富な経験により培われ

た経営全般に対する優れた見識を以て、一般
株主の利益に相反しない立場で当社の経営の
監督を行えることから、当社の社外取締役とし
て適任であります。長坂紘司氏は当社の株主
でもありますが、当該株式の議決権所有割合
は10%未満であり、同氏の社外役員としての独
立性を阻害するものではありません。

以上の点から、長坂紘司氏は一般株主の利益
に相反しない独立性を有する当社の独立役員
として適任であります。



三村　篤 ○ ―

経営コンサルタントとしての豊富なビジネス経
験と幅広い見識があり、一般株主の利益に相
反しない立場で当社の経営の監督を行えること
から、当社の社外取締役として適任でありま
す。

また、独立性の基準及び開示加重要件への該
当事項もなく、一般株主と利益相反することの
ない独立性を有する当社の独立役員として適
任であります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、当社の会計監査人である八重洲監査法人と定期的な情報・意見交換を行い、その監査意見の適正性について監査結果の報告を受け
るなどの方法で確認を取りながら、自らの監査を踏まえて会計監査人の監査報告が相当であるかどうか判断しています。

内部監査部門である監査室は、内部監査結果を監査役に報告するとともに、監査役から監査方法について適宜アドバイスを受け、内部監査の品

質向上をはかっております。監査役は監査室の監査報告を十分検討し、状況によっては内部監査に同行して状況把握に努めるとともに、問題点

の指摘やその解決策について助言を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

宇野昭秀 公認会計士

出口洋一 その他

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



宇野昭秀 ○ ―

公認会計士、税理士、経営コンサルタントとし

ての幅広い実績と専門的な知識・経験等を以

て、当社の経営に関して適切な監視を行えるこ

とから、当社の社外監査役として適任でありま

す。

また、独立性の基準及び開示加重要件への該
当事項もなく、一般株主と利益相反することの
ない独立性を有する当社の独立役員として適
任であります。

出口洋一 ○

独立役員として指定している社外監査役
の出口洋一氏は、現在、当社の取引先で
ある出口司法書士事務所において業務執
行の権限を有する者でありますが、取引
の規模、性質に照らして、株主、投資家の
判断に影響を及ぼすおそれはないと判断
されることから、その概要の記載を省略し
ます。

司法書士としての専門分野である民事法、商

事法、関連税法の専門的な知識・経験等を以

て、当社の経営に関して適切な監視を行えるこ

とから、当社の社外監査役として適任でありま

す。

また、独立性の基準及び開示加重要件への該
当事項もなく、一般株主と利益相反することの
ない独立性を有する当社の独立役員として適
任であります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

なお、当社の社外役員独立性基準は以下の通りであります。

社外役員独立性基準

武蔵野興業株式会社（以下「当社」という）は、当社のガバナンス体制の中において、客観的な経営の監督と透明性を確保する為に、業務の執行
には携わらず、業務の執行と一定の距離を置く独立性を有した社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」と総称する）を選任することが望まし
いと考えます。

当社は、当社における社外役員の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する
場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

1.当社及び連結子会社の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人、加えて、その就任の前10年間において（ただし、その就任の
前10年内のいずれかの時において当社の非業務執行取締役又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間に
おいて）当社の業務執行取締役等であった者

2.当社の大株主（議決権所有割合10％以上の株主をいう。以下同じ。）、又は当該大株主が法人である場合には当該大株主又はその親会社の若
しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人

3.最近５年間において、当社の大株主又はその親会社の若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配
人その他の使用人であった者

4.当社又は子会社の主要な取引先（当社又は子会社の製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社直近事業年度における
連結売上高又は相手方の直近の事業年度における連結売上高の３％を超えるものをいう。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれら
の者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人

5.当社又はその子会社から一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超え
る寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務
執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。以下同じ。）

6.当社又はその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参
与、執行役又は執行役員

7.当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下「大口債権者等」という。）
又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人

8.最近３年間において当社の現在の大口債権者等又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は
支配人その他の使用人であった者

9.現在当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パート
ナー又は従業員である者

10.最近３年間において、当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士
法人）の社員、パートナー又は従業員であって、当社又はその子会社の監査業務を実際に担当（但し、補助的関与は除く。）していた者（現在退職
又は退所している者を含む。）

11.上記9又は10項に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社又はその子会社から、



過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

12.上記9又は10項に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームで
あって、当社又はその子会社を主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、その連結総売上高の２％以上の支払いを当社又はその
子会社から受けたファーム。以下同じ。）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者

13.近親者（配偶者及び二親等内の親族）が上記1から12までのいずれかに（9、10、11、12の各項を除き、重要な者（取締役、執行役、執行役員及
び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者）に限る）に該当する者

14.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

15.仮に上記第2項から第16項までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立取締役としてふさわしいと
当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立取締役としてふさ
わしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立取締役とすることができるものとする

以　上

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

会社の財務状況と業績実績に照らし合わせ、インセンティブ付与を実施するには時期尚早と位置づけているため。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書、定時株主総会招集ご通知における事業報告において、社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示しております。（１
億円以上の報酬を受け取っている取締役はおりません。）

平成29年3月期の実施状況

社内取締役　62,095千円

社外取締役　 2,580千円

社内監査役　10,552千円

社外監査役　 4,980千円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役および社外監査役の事務的サポートを担当するセクションは総務部であり、取締役会、監査役会の日程、議事内容の説明等を行って

おります。また、営業報告については経理部が、内部監査報告については監査室が状況説明のサポートを行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・取締役会

取締役会（取締役5名、うち社外取締役2名）は平成29年3月期は5回開催しており、法令で定められた事項や会社の意思決定に関する重要な事

項について、適法性・合理性に鑑みながら慎重な討議を行っております。社外取締役は、企業経営者および経営コンサルタントとしての豊富な知
見を持つ方であり、客観的な立場から当社の業務執行の監督、また経営に関する助言や指導等の役割を果たしております。取締役候補者の選定
や報酬の内容の決定については、取締役会の決議により決定しております。



・監査役会

監査役会（監査役3名、うち社外監査役2名）は平成29年3月期は5回開催しており、各監査役は各自の監査意見および監査室からの報告内容を

吟味し、また会計監査人とも連携を取り見解の調整を行うほかに、取締役会や社内の重要な会議に出席して、社内の意思決定方法や議題の内

容・議事の進行についても、適宜、監査役の立場からの意見提議を行っております。なお、当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場
合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

・監査役の機能強化に係る取組状況

監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されております。各監査役それぞれが異なった分野で専門的な知識・見識を有して

いる者を選任することでその役割の機能強化を図っております。常勤監査役は当社の経理部長および常務取締役経理部担当の経験があり、財
務・会計に関し相当程度の知見を有しております。社外監査役2名は公認会計士・税理士と司法書士であり、それぞれが独立した立場で企業会計
や法律に携わっている専門家であるため、会社の経営に対し、客観的かつ公正な立場での経営監視、また、的確な助言・提言をしていただけるも
のと判断し、社外監査役に選任しております。

・執行役員制度

業務執行体制強化のために執行役員制度を導入しております。本制度導入の目的は、業務に精通した人材を執行役員に登用し、特定の業務執

行を委ねることにより、経営環境の変化に対するより機動的かつ効率的な業務執行を目指すものであります。執行役員の数は2名であります。な

お執行役員は、取締役会からの要請があれば取締役会に出席し、業務執行状況等の報告を行うことがあります。

・監査室

監査室は、監査室直属の従業員、また必要に応じて各部門から適宜招集された従業員、およびオブザーバーとして業務監視にあたる財務・会計
に関し相当程度の知見を有する常勤顧問により、内部監査の強化を目的として活動しております。監査室では「監査プロジェクト」を組織し、指名さ
れた従業員が自ら所属する部門を除いたかたちで連結子会社を含めた各部門の内部監査を少なくとも年1回以上実施し、秩序ある社内体制の維
持と従業員のコンプライアンス意識の向上を目標に活動しております。その監査結果は報告書としてまとめられ、必要に応じて再監査を行うなどの
十分な状況把握の後、内部統制担当役員、監査役会、取締役会に報告されます。

・内部統制プロジェクト

金融商品取引法の求める内部統制報告制度に準拠した内部統制評価体制の構築およびその継続的維持と、内部統制の構築・評価を通じた業

務効率の改善を目的として、「内部統制プロジェクト」を立ち上げ、代表取締役社長直轄の独立した組織として位置づけております。具体的には、

内部統制担当取締役を責任者とし、各部門に内部統制の自己評価に係る担当者を1名以上設け、それらを代表取締役社長が統括しております。

また、当社では取締役の員数と会社組織が小規模であることを考慮し、内部統制担当取締役が営業担当を兼任することで営業部門の内部統制を
直接統括・監視しております。なお、「内部統制プロジェクト」の直属組織として、重要な経営リスクの管理等を目的とした「リスク管理・コンプライア
ンス推進室」を設けております。各部門の内部統制担当者は、自己の部門の内部統制評価体制の構築のほかに他の部門の内部統制運用状況
の評価を相互に行っております。また、必要に応じて監査室や監査役会と連携を取り、内部統制評価に関する意見交換を行っております。

・会計監査人

会計監査人につきましては、平成29年3月期は八重洲監査法人と監査契約をしております。

A．業務を執行した公認会計士（平成29年3月期）

　　本間英雄氏

　　滝澤直樹氏

　　（上記両名とも継続監査年数が7年を超えないため、継続監査年数の記載は省略しています。）

B．監査業務に係る補助者の構成（平成29年3月期）

　　当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。

Ｃ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

　　監査証明業務に基づく報酬　12,500千円

　　（上記以外の報酬はありません。）

なお、監査報酬の決定方針については特に定めはありませんが、監査契約締結時に会計監査人と監査日数等について意見交換を行ったうえで

双方合意のもと決定しております。

また、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画の内容ならびに会計監査
人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を慎重に検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第
399条第１項の同意を行っております。

※

1.社外取締役との責任限定契約の締結について

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当

該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因
となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

2.社外監査役との責任限定契約の締結について

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当

該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因
となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

3.会計監査人との責任限定契約の締結について

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当

該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因
となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査役設置会社であります。当社は監査役を設置し、当社出身の財務・会計に関し相当程度の知見を有する常勤監査役と法律・経営・企
業会計といった知見を有する社外監査役が、内部統制担当役員、内部監査部門である監査室等および独立した立場から当社業務を監督する社
外取締役と連携する監査体制が、会社の意思決定の適正性を保全し、経営規模に見合った企業統治を行うに十分な体制であると判断し、監査役
設置会社形態を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

その他
出席株主数の向上と総会にて当社への理解をより深めて発言していただけるよう、総会
参加

者に映画招待券等を配布しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
決算短信,適時開示資料,有価証券報告書,報告書（株主宛送付資料）

※http://www.musashino-k.co.jp/

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

その他
本報告書「１　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性
その他の基本情報　1．基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく
開示】【原則３－１　情報開示の充実】（１）」をご参照ください。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

以下に掲げた内部統制システムに関する体制の整備・運用をはかっております。

Ａ．業務の適正を確保するための体制

1.当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

（1）企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするため、全取締役・使用人を対象とした行動指針としてコンプラ

イアンス指針を定め、周知徹底する。子会社においても、その取締役・使用人を対象としたコンプライアンス指針を定め、同様に周知徹底する。

（2）コンプライアンス担当役員を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、リスク管理体制とコンプライアンス体制を構築し運用を行う。
子会社においても、その規模や業態等に応じて、適正数の監査役もしくはコンプライアンス推進担当者を配置する。

（3）取締役・使用人に対するコンプライアンスの研修を実施するとともに、コンプライアンスの強化および企業倫理の浸透を図る。

（4）法令・諸規則および規定に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とする社内報告体制として社外の弁護士、社内担当者等を直

接の情報受領者とする内部通報システムを構築し、当社グループ（当社ならびにその子会社からなる企業集団を指し、以下同じ）の役職員が直接
通報できる体制のもと、その運用を行う。

（5）金融商品取引法および関係諸法令との適合性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、財務報告の信頼性と適正

性を得るための社内体制を整備する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程を整備し、適切に保存および管理を行う。

3.当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

（1）内部統制を推進する組織のもとに、リスク管理を統括する部門を置き、リスク管理体制を構築し、その運用を行う。

（2）各事業部門は、それぞれの部門に関するリスク管理を行い、リスク管理を統括する部門へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。

（3）取締役および使用人に対するリスク管理の研修を実施するとともに、リスク管理の強化を図る。

4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基本として定例取締役会および臨時取締役会の開催を位置づけ、重

要事項に関して迅速的確な意思決定を行う。

（2）取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程等において、それぞれの責任者およびその責任と執行手続の詳細について定

める。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

（1）当社グループ各社における業務の適正を確保するため、共通のコンプライアンス指針を定め、グループ全体のコンプライアンス体制を構築す

る。また、内部通報システムについては、その通報窓口を子会社にも開放し、これを周知することにより、当社グループ各社におけるコンプライアン
スの実効性を確保する。

（2）子会社等の関係会社を管理する担当部署を置き、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。当社におけるリスクを管理する部門は、当社グ
ループ全体のリスクの評価および管理の体制を適切に構築・運用し、グループ全体の業務の適正化を図る。

（3）子会社等の関係会社を管理する担当部署を通じて、各子会社に対し、業務執行状況・営業成績・財務状況等を定期的に当社に報告させるよう
な体制を構築する。加えて、経営上重要な業務執行事項に関しては、当社の事前の承認または当社への報告を求めるとともに、当社において子
会社の事業計画等と照らし合わせ、業務の適正性を確認する。

（4）各子会社について、当社内の対応部署を定め、当該部署が子会社の重要な業務執行事項について協議、情報交換等を行うことで、当社グ
ループ全体における経営の健全性、効率性等の向上を図る。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項、および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（1）監査役会が監査役の業務を補助すべき使用人の設置を求めた場合、取締役は速やかに監査スタッフを設置する。

（2）監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に従うとともに、当該命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとす
る。監査スタッフの任命・解任・人事異動については、監査役会の事前の同意を得るものとし、当該スタッフの人事考課は監査役が行うものとす
る。

7.当社グループの取締役および使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として
不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

（1）当社グループの取締役および使用人等は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し、または発生する恐れがあるとき、違法または不正な行
為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役会に報告する。また、監査役はいつでも必要に応じ
て、当社企業グループの取締役および使用人等に対して報告を求めることができる。

（2）監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席し、必要に応じて取締役会
および使用人等にその説明を求めることとする。また、代表取締役と適宜意見交換を行い、意思の疎通を図る。

（3）当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員および従業員に対し、当社公益通報保護規程に準拠し、当該報告をしたことを理由とし
て不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員、使用人等に周知徹底する。

8.当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用または債務の処理に
係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費
用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないとされた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

9.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（1）当社は監査役の半数以上を社外監査役とし、その選任にあたっては、各監査役が適切に同意権を行使し、その独立性につき慎重に検討す
る。

（2）当社の常勤監査役は、当社グループの各事業の予算会議・月次報告会議等に出席し、当該会議にて収集した情報について他の社外監査役
と共有を図る。



（3）当社の監査役は、監査の実施にあたり、必要に応じて公認会計士および弁護士等の外部専門家との連携を図る。

（4）監査役は、監査の充実のために、独自に各取締役および必要な従業員に対して個別のヒアリングを実施することができる。また、監査役は、
代表取締役ないし会計監査人との間で、定期的に情報・意見等の交換を行う。

10.反社会的勢力を排除するための体制

（1）当社は、「武蔵野興業グループコンプライアンス行動指針」において反社会的勢力および団体との不適切な一切の関係を排除し関係法規の

趣旨に反する行為は行わない旨を明記し、全従業員にその周知徹底を図る。

（2）当社は、反社会的勢力との助長取引を排除し、経営活動への関与および被害を防止する体制を整備する。

（3）当社は、総務部を統括部署として不当要求防止責任者を設置し、社内研修を行うとともに、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合

会に加盟し、反社会的勢力の動向に係る情報を収集するとともに、弁護士、警察等と連携して適切に組織的な対応を図る。

Ｂ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

1.　当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の運用状況

（1）「武蔵野興業グループコンプライアンス行動指針」を制定すると共に、各部門に内部統制担当職員を配置し、コンプライアンス指針の周知徹底
を図っております。また、毎週開催の定例ミーティングと月次報告会議において、子会社を含めた各部門の責任者からの報告等で法令・諸規則お
よび規定に反する行為等を早期に発見することに努め、経営全般におけるリスク管理およびコンプライアンス管理を行っております。

（2）コンプライアンス担当役員である常務取締役を中心に役職員に対し、コンプライアンス研修を行っております。

（3）「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、監査法人による監査にあたっても、同方針を踏襲することで、財務報告の信頼性向上・金融
商品取引法等との適合性を確保しております。

2.　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制の運用状況

取締役の職務の執行に係る情報（取締役会をはじめとする重要な会議の議事録・資料や稟議書等）は、その作成時点から情報の管理を関係役職
員に限定し、適切に保管しております。

3.　当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制の運用状況

経理部を中心とした内部統制プロジェクト担当者が、事業所および子会社の内部監査を行い、リスク管理の状況を取締役と監査役に報告しており
ます。また、役職員に対し、コンプライアンス研修やミーティングを定期的に行っております。

4.　取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の運用状況

当事業年度において取締役会を５回開催し、重要事項を慎重に討議の上、迅速・的確に意思決定を図っております。また、必要に応じて取締役、
監査役が集まり意見交換を行っております。

5.　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況

（1）経理部を子会社管理の担当部署とし、常勤顧問を中心にグループ全体の内部統制状況を取りまとめ、各プロセスに応じたリスク評価を行って
おります。

（2）子会社の取締役財務責任者は、当社の月次報告会議に出席し業務の執行状況、営業成績等の報告を行っており、稟議等の承認については
当社が行い、子会社の業務の適正性を確保しております。

（3）財務関係は当社経理部が、法務関係は当社総務部が対応部署として子会社と定期的に情報交換を行い、当社グループ全体における経営の
健全性、効率性等の向上を図っております。

6.　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項、および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項の運用状況

監査室を設置し、監査役の業務の補助を行っております。監査室所属職員は、監査役の職務を補助する際には、監査役の指揮命令にのみ従い、
取締役の指揮命令を受けずに職務を行っております。

7.　当社グループの取締役および使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として
不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制の運用状況

（1）当期中に当社グループの取締役および使用人等より監査役に報告および監査役より使用人等が報告を求められた違法・不正な事案はありま
せんでした。

（2）常勤監査役は取締役会をはじめとする重要な会議およびミーティングに概ね出席し、代表取締役とも適宜意見を交換しております。

8.　当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用または債務の処理
に係る方針に関する事項の運用状況

経理部が監査役の職務執行時の費用請求先として、同費用請求がなされた場合に迅速処理して対応しております。

9.　その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の運用状況

（1）監査役３名のうち２名を社外監査役としており、定期的に監査役会を行い、情報を共有し意見交換を行っております。また常勤監査役は社内で
行われる予算会議・月次報告会議やミーティング等に出席し、各部門から提供された情報を社外監査役に報告しております。

（2）監査役は会計監査人と定期的に意見交換を行うことで連携を図り、また、監査の充実を図るために必要に応じて監査室を活用し従業員との意
見交換を行っております。

10. 反社会的勢力を排除するための体制の運用状況

担当役職員が公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会の地区会に参加し、反社会的勢力に係る情報を役職員で共有を図っておりま
す。また、反社会的勢力から不当要求への対応等に関し、社内研修を行っております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

□反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

取締役および使用人は、反社会的勢力および団体との不適切な一切の関係を排除し、関係法規の主旨に反する行為を行わない旨を徹底し、反

社会的勢力による経営活動への関与および当該勢力による被害を防止する。

□反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、反社会的勢力排除への対応方針として、平成19年4月27日制定の武蔵野興業グループ コンプライアンス行動指針に「反社会的勢力お

よび団体との不適切な一切の関係を排除し、関係法規の主旨に反する行為は行わない」旨を定めております。



また、総務部を統括部署として不当要求防止責任者を設置し、社内研修を行い組織的に対応する体制を作ると共に、社団法人警視庁管内特殊

暴力防止対策連合会に参加し、弁護士、警察等と連携を密にして、情報の収集等に努めております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

・適時開示体制の概要

連結子会社を含めた各部門において発議・収集された会社情報は、情報管理責任者（常務取締役・総務部長・経理部長）のもとで、その概要およ

び当該事実が及ぼす影響の把握がなされ、取締役会に付議すべき案件であるか、また、適時情報開示事項に該当するか検討されます。検討さ

れた会社情報は、代表取締役社長に報告され、必要に応じて、経営会議・取締役会の承認を受け、情報取扱責任者（総務部長・経理部長）による

厳重な管理のもと、適時開示が行われます。（巻末の「適時開示に係る社内体制」についての模式図をご参照ください。）

当社では、コーポレートガバナンスの充実が会社の信頼と将来の企業価値を高めることに大きな貢献を果たすものと考えております。財政面、営

業施策面の検討課題とともに、会社の最重要課題として位置づけ、今後も充実をはかってまいります。

（コーポレート・ガバナンスに係る社内体制）




